
法人名： 製品評価技術基盤機構

公益法人の区
分

国所管、都道府
県所管の区分

継続支出の
有無

1 (公社)日本農芸化学会
年会費
参加費
出展料

268,800 -

2015/2/26
2015/3/2
2015/3/30
2015/3/31

機構の業務活動の成果を広く国民・社会に
対して円滑、効果的に普及させるため、各
種展示、一般公開等の様々な広報手段を
活用し、効果的かつ効率的な広報活動を
推進することとしており、当機構の実施す
る菌株提供業務に係る広報を、当該業務
の主な利用者になりうる農芸化学にかか
わる企業向けに開催される「日本農芸化学
会2014年度大会」へ出展を行った。

（年会費１種、参加費2種のべ3人、出展料
１種）
○年会費　10,000円
○日本農芸化学会2015年度大会参加費
                                                   10,000円×
2人
                                                   12,000円×
1人
○日本農芸化学会２０１４年度大会出展料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　 226,800円

公社 国所管

①継続

点検の結果、当機構業務の実施に当たり必要
となる情報を得るため及び情報発信するため
の効率的かつ効果的な支出となっていること
から、学会及び大会への参加を継続する。

有

【記載要領】

（注１）「公益法人等」には、特例民法法人、公益社団・財団法人が含まれる。

（注２）「名目・趣旨等」には、その詳細を簡潔に記載すること。

（注３）「会費一口当たりの金額、もしくは最低限の金額」の欄は支出先法人が定める会費一口当たりの金額もしくは最低限の額を記載すること。

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

平成２６年度　独立行政法人から公益法人への契約以外の支出についての見直しの状況

交付又は支出先法人名
称

名目・趣旨等
交付又は支出額

（単位：円）

（会費の場合）
支出先法人が定める会
費一口当たりの金額、も

しくは最低限の金額
（単位：円）

交付又は支出日等
（支出決定日）

（会費の場合）
支出の理由等

公益法人の場合
点検結果

（見直す場合はその内容）

様式８


